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法学学位プログラム（博⼠後期課程）
Doctoral Program in Law

■ 博⼠（法学）
■ Doctor of Philosophy in Law

⼈材養成⽬的 / Program Educational Objectives
⾼度専⾨職業⼈の養成・再教育に対する社会的要請に応え、企業や社会が直⾯する新たな類型の法的諸問題
について、総合的かつ⾼度な判断能⼒を持ち適切な解決策を提⽰できる⾼度専⾨職業⼈、及び、その経験を
有効に活⽤し得る研究者の養成を⽬的とする。

養成する⼈材像
現代社会において⽣じる多様かつ複雑な諸問題を、企業・官公庁・専⾨職事務所等における職務
経験を基に、法学的専⾨知識と法的思考⽅法によって解決し、かつ、法律学や法律実務の発展を
牽引する⾼度専⾨職業⼈を養成する。

修了後の進路

在学中に修得した知⾒を礎として、企業・官庁・専⾨職事務所等における法務等様々な部⾨にお
けるジェネラリストまたはスペシャリストとして活躍する者の外、⼤学等の⾼等教育機関の教員
として研究を⾏う者が想定される。また、在学中や修了後に転職を経験する者や、起業する者も
想定される。
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法学学位プログラム（博⼠後期課程） ／ 博⼠（法学）
Doctoral Program in Law / Doctor of Philosophy in Law

学位授与の⽅針 / Diploma Policy
筑波⼤学⼤学院学則及び関係規則に規定する博⼠後期課程の修了の要件を充⾜したうえで、次の知識・能⼒
を有すると認められた者に、博⼠（法学） の学位を授与する。

知識・能⼒

コンピテンス 評価の観点 対応する主な学修
1. 知の創成⼒：未

来の社会に貢献
し得る新たな知
を創成する能⼒

① 新たな知の創成といえる研究成果等
があるか

② ⼈類社会の未来に資する知を創成す
ることが期待できるか

企業法特別研究Ⅰ〜Ⅸ、博⼠論⽂中間
報告、博⼠論⽂作成、学会発表等

2. マネジメント能
⼒：俯瞰的な視
野から課題を発
⾒し解決のため
の⽅策を計画し
実⾏する能⼒

① 重要な課題に対して⻑期的な計画を
⽴て、的確に実⾏することができるか

② 専⾨分野以外においても課題を発⾒
し、俯瞰的な視野から解決する能⼒
はあるか

現代株式会社法、⺠事法上級演習Ⅰ・Ⅱ、
知的財産法による情報財保護、博⼠論⽂
中間報告、博⼠論⽂作成、学会発表等

3. コ ミ ュ ニ ケ ー
ション能⼒：学
術的成果の本質
を積極的かつわ
かりやすく伝え
る能⼒

① 異分野の研究者や研究者以外の⼈に
対して、研究内容や専⾨知識の本質
を分かりやすく論理的に説明するこ
とができるか

② 専⾨分野の研究者等に⾃分の研究成
果を積極的に伝えるとともに、質問
に的確に答えることができるか

企業ノウハウと従業員、知的財産法の
現代的課題、現代社会保障法、⺠事法
特別研究 Ⅰ〜Ⅲ、博⼠論⽂中間報告、
博⼠論⽂作成、学会発表等

4. リーダーシップ
⼒： リ ー ダ ー
シップを発揮し
て⽬的を達成す
る能⼒

① 魅⼒的かつ説得⼒のある⽬標を設定
することができるか

② ⽬標を実現するための体制を構築し、
リーダーとして⽬的を達成する能⼒
があるか

企業法特別研究Ⅰ〜Ⅸ、博⼠論⽂中間
報告、博⼠論⽂作成、学会発表等
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法学学位プログラム（博⼠後期課程） ／ 博⼠（法学）
Doctoral Program in Law / Doctor of Philosophy in Law

知識・能⼒
知識・能⼒

コンピテンス 評価の観点 対応する主な学修

5. 国際性：国際的
に活動し国際社
会に貢献する⾼
い意識と意欲

① 国際社会への貢献や国際的な活動に
対する⾼い意識と意欲があるか

② 国際的な情報収集や⾏動に⼗分な語
学⼒を有するか

外国会社法、国際租税計画Ⅰ・Ⅱ、国
際取引と国際私法、⽶国⺠事訴訟法、ド
イツ⺠事訴訟法、アメリカ知的財産法、
博⼠論⽂中間報告、博⼠論⽂作成、学
会発表等
博⼠論⽂では、原則として、少なくと
も 1 か国の外国法に関する⽐較法研究
が必要である。そのため、外国語⽂献
を読みこなし、外国法の調査研究を⾏っ
て博⼠論⽂を作成することになり、研
究指導でもこれらを指導することにな
る。また、講義・演習でも外国⽂献講
読等を通じて、⽐較法研究のための基
礎的素養の習得を図る。

6. ⾼ 度 な 専 ⾨ 知
識、⽅法論、分
析⼒：研究課題
を設定し、論理
と客観的証拠に
基づいた先端的
かつ独創的な研
究を遂⾏するた
めの⾼度で専⾨
的な知識、⽅法
論、分析⼒

① 研究課題を設定して、論理と客観的
証拠に基づいた先端的かつ独創的な
研究を遂⾏できるか

② 研究課題を設定して、先端的かつ独
創的な研究を遂⾏するために必要な
専⾨知識、基本的な研究の⽅法論及
び分析能⼒を体得しているか

企業法特別研究Ⅰ〜Ⅸ、博⼠論⽂中間
報告、博⼠論⽂作成、学会発表等

7. ⽂献・判例等の
調査・分析を通
して新たな知を
創造する能⼒：
⼈間や社会にお
ける諸問題を多
⾓的・重層的・
総合的に捉え、
新たな知を創造
する能⼒

① ⽂献・判例等の適切な調査・分析を
⾏って、⼈間や社会における諸問題
を多⾓的・総合的に捉えることがで
きるか

② ⽂献・判例等の調査分析を基に、新
たな知を創造することができるか

⽶国⺠事訴訟法、ドイツ⺠事訴訟法、博
⼠論⽂中間報告、博⼠論⽂作成、学会
発表等
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知識・能⼒

コンピテンス 評価の観点 対応する主な学修
8. 専⾨分野に関す

る深い理解と学
識：専⾨分野に
関する深い理解
と学識に基づい
て、現代が直⾯
する諸問題の解
決と社会の持続
的な発展に貢献
しようとする実
践的な能⼒

① 専⾨分野に関する深い理解と学識を
基に、現代が直⾯する諸問題の解決
に対する実践的な能⼒を体得してい
るか

② 社会の持続的な発展に貢献しようと
する実践的な能⼒を体得しているか

外国会社法、国際租税計画Ⅰ・Ⅱ、現
代株式会社法、現代知的財産法、市場
経済と独占禁⽌法、⽐較労働法の基礎、
博⼠論⽂中間報告、博⼠論⽂作成、学
会発表等

9. 専⾨分野の隣接
領域に関する幅
広 い 基 礎 的 知
識：専⾨分野の
隣接領域に関す
る幅広い基礎的
知 識 に 基 づ い
て、現代が直⾯
する諸問題の解
決と社会の持続
的な発展に貢献
しようとする実
践的な能⼒

① 専⾨分野のみならず隣接領域に関す
る幅広い基礎的知識を基に、現代が
直⾯する諸問題の解決に対する実践
的な能⼒を体得しているか

② 社会の持続的な発展に貢献しようと
する実践的な能⼒を体得しているか

企業ノウハウと従業員、電⼦社会と法、
知的財産法による情報財保護、博⼠論
⽂中間報告、博⼠論⽂作成、学会発表
等

10. 論⽂執筆等を通
して次世代に知
を伝承できる能
⼒ : 論⽂執筆等
を通して⾼度な
学術的成果を国
内外の専⾨家に
的確に伝達し、
次世代に知を伝
承できる能⼒

① 論⽂執筆を中⼼として⾼度な学術的
成果を国内外の専⾨家に的確に伝達
し、次世代に知を伝承できる能⼒を
体得しているか

企業法特別研究Ⅰ〜Ⅸ、博⼠論⽂中間
報告、博⼠論⽂作成、学会発表等
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学修成果の
評価に関す
る⽅針

学修成果の到達度については、「達成度評価表」を⽤いた達成度評価をもとに、次の 3 つの審査機会に
おいて、学位授与の⽅針に基づくコンピテンスの修得状況を客観的に確認して評価する。第⼀に、2 年
次に実施する全研究指導教員による博⼠論⽂中間報告会において、学修状況の中間審査と指導を⾏う。
第⼆に、3 年次に実施する全研究指導教員による博⼠論⽂中間報告会において、学修状況の中間審査と
指導を⾏う。第三に、複数教員による予備審査において、最終達成度審査を⾏う。

学位論⽂に
関する評価
の基準

学位論⽂の評価項⽬
1. テーマについて、少なくとも 1 つの主要な国との⽐較法的⼿法を⽤いた研究、または、実証研究・

実態調査・歴史研究・経済学的⼿法を⽤いた研究が⾏われていること
2. ⽂献・資料を組織的に収集・調査し、批判的に分析されていること
3. テーマに関連する専⾨的知識を有していること
4. テーマについて、⾼いオリジナリティを有していること審査委員の体制・審査⽅法
学位論⽂の審査は、主査 1 名および副査 4 名以上の審査委員の合議で⾏う。副査には、本学位プログラ
ムの専任教員以外の者を 1 名以上含まなければならない。少なくとも 1 回以上の公開審査会を開催しな
ければならない。上記の評価項⽬すべてを満たす学位申請論⽂を、最終試験⼜は学⼒の確認を経た上で、
博⼠論⽂として合格とする。

教育課程編成・実施の⽅針 / Curriculum Policy
上述した学位授与の⽅針等（DP）の能⼒を養うために、企業法特別研究ⅠからⅨを設置するほか、外国法
⽂献購読を主たる内容とする科⽬あるいは外国法科⽬を多数開講する。

また、関連する学位プログラムの科⽬の聴講・履修等を認める。とりわけ、法学学位プログラム（博⼠前
期課程）の科⽬である租税法研究、労働判例法研究、商事法研究など、修了者・単位取得満期退学者や⼀般
実務家などが参加する科⽬の履修を認める。

さらに、関連する分野の基礎的素養や広い視野、汎⽤的知識・能⼒の涵養に資するための研究群共通科⽬、
学術院共通専⾨基盤科⽬を開講するほか、必要に応じて、経営学学位プログラム（D）担当教員の協⼒を得
るなどして、オリジナリティのある博⼠論⽂の執筆を⽀援する。

教育課程の
編成⽅針

共通専⾨科⽬および専⾨科⽬を開講する。なお、専⾨科⽬は、法学学位プログラムにおける 4 つ
の教育研究分野である「企業のグローバル化」、「企業組織と⾦融」、「情報テクノロジーと企業」、

「社会・経済法」のそれぞれに対応して、様々な研究テーマに関連した科⽬である。具体的には、
次のような科⽬を開講する。
 Ƭ 共通専⾨科⽬：企業法特別研究Ⅰ〜Ⅸ
 Ƭ 専⾨科⽬（企業のグローバル化分野）：外国会社法、国際租税計画Ⅱ、国際租税計画Ⅳ、⽶国
⺠事訴訟法、ドイツ⺠事訴訟法、国際取引と国際私法、外国資本市場法

 Ƭ 専⾨科⽬（企業組織と⾦融分野）：現代株式会社法、国際会社法、⽐較⾦融法、現代契約法、
⺠事法上級演習Ⅰ・ Ⅱ、⺠事法特別研究Ⅰ〜Ⅲ

 Ƭ 専⾨科⽬（情報テクノロジーと企業分野）： 知的財産法による情報財保護、電⼦社会と法、現
代知的財産法、企業ノウハウと従業員、欧⽶知的財産法、アメリカ知的財産法、⽐較知的財産
法、知的財産法の現代的課題、外国知的財産法
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法学学位プログラム（博⼠後期課程） ／ 博⼠（法学）
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教育課程の
編成⽅針

 Ƭ 専⾨科⽬（社会・経済法分野）：市場経済と独占禁⽌法、⽐較労働法の基礎Ⅰ・Ⅱ、現代社会
保障法

学修の⽅法
特⾊的な教育

 Ƭ 博⼠論⽂執筆に必要な専⾨科⽬群を、指導教員の指導・助⾔のもと、履修する。
 Ƭ 法学分野の博⼠として必要となる広範な専⾨的知識や能⼒を、履修者の興味・関⼼に基づいて
履修する。

 Ƭ 研究指導の⾯では、研究計画、中間発表（2 年次と 3 年次に各 1 回）、予備審査、最終試験と
いうステージを踏むことによって、研究活動を計画的に遂⾏できるようにする。テーマによっ
ては、複数教員による指導体制を通して、多⾓的な思考能⼒を⾝につける。

⼊学者受⼊れの⽅針 / Admission Policy

求める⼈材
企業や社会が直⾯する新たな類型の法的諸問題について、総合的かつ⾼度な判断能⼒と健全な批
判精神を持ち適切な解決策を提⽰できる⾼度専⾨職業⼈、及び、その経験を有効に活⽤し得る研
究者となる⼈材を求める。

⼊学者選抜⽅針

以下を評価し、それぞれに対応する能⼒評価を踏まえて総合的に判定する。
 Ƭ 研究計画書、論⽂審査（修⼠論⽂⼜はそれに相当する学術論⽂）：研究課題設定能⼒、計画策
定能⼒、専⾨知識及び論理的思考等の能⼒、実務経験に基づく法的紛争の解決能⼒。

 Ƭ 筆記試験（外国語、専⾨科⽬（法学））：外国語で書かれた法学に関連する⽂章の⼤意を⽐較的
短い時間で把握する能⼒。法学についての専⾨的知識及び論述能⼒。なお、法曹資格者（裁判
官、検察官、弁護⼠のいずれかの実務経験を有する者）は免除とする。

 Ƭ ⼝述試験：研究意欲や専⾨知識に関する能⼒、コミュニケーション能⼒

学修⽀援体制 / Learning Support Framework

学修⽀援
外国法との⽐較研究が求められる研究活動やレポート執筆の⽀援のために、アメリカ法を中⼼と
する外国⽂献や外国裁判例のリサーチ⽅法に関する「英⽶法⽂献学ワークショップ」を開設して
いる。このワークショップはオンデマンドで学修できるようにしている。

学⽣同⼠の
交流機会

在学⽣であればいつでも利⽤可能な博⼠研究室と法情報室があり、学⽣同⼠での討議や情報交換
の場として利⽤できる。また、研究会形式の授業には修了⽣も参加しており、修了⽣から在学⽣
への研究上の助⾔や学修に関する情報提供が⾏われている。さらに、年に⼀度開催されるホーム
カミングデーにおける在学⽣と修了⽣との対話会は、同窓⽣としてのつながりを強めるとともに、
年齢・性別・社会的地位を問わない異業種交流の機会として活⽤されている。

教員との交流機会
少⼈数による演習形式や複数教員による研究会形式の授業を実施し、指導教員以外の教員とも討
議し、あるいは、研究上の助⾔を得られる機会が提供されている。また、専攻する法領域ごとに
共同の研究報告会を開催し、副指導教員からも助⾔・指導を受けることができる。
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教育の質の保証と改善の⽅策 / Approaches to Assuring and Enhancing Educational Quality
 Ƭ 学修成果の評価結果及び修了⽣を対象とするアンケートに基づき、在学中に修得した知識や法解釈の技能
などが修了後に活かされているかを確認して、教育課程の妥当性や指導の適切性を検証する。

 Ƭ 学⽣による個々の授業に関する評価アンケート及び学位プログラム全体に関するアンケートの結果を点検
し、これをもとに適正な授業運営のための FD を実施することで、教育課程の妥当性や指導の適切性を検
証する。
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